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業
者
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

固
定
価
格
買
取
制
度
（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
）
が
導
入
さ
れ
た
二
〇
一
二
年
度
の
大
規
模
太
陽
光
発
電
所
（
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
）
か
ら

の
買
取
価
格
は
、
四
十
円
／
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
で
あ
っ
た
。
こ
の
買
取
費
用
は
、
国
民
が
支
払
う
電
気
代
に
加
算
さ
れ
る
再
エ
ネ

賦
課
金
を
通
じ
て
補
填
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
、
利
用
者
の
負
担
軽
減
の
た
め
、
買
取
価
格
の
引
下
げ
が
続
い
て
い
る
。 

 

こ
れ
を
受
け
て
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
を
利
用
し
な
い
太
陽
光
発
電
所
（
非
Ｆ
Ｉ
Ｔ
太
陽
光
発
電
所
）
が
増
加
し
て
き
た
。
例
え
ば

本
年
二
月
四
日
、
株
式
会
社
ク
リ
ー
ン
エ
ナ
ジ
ー
コ
ネ
ク
ト
は
、
同
社
が
運
営
す
る
非
Ｆ
Ｉ
Ｔ
太
陽
光
発
電
所
の
数
が
、
二
千

か
所
を
超
え
た
旨
を
公
表
し
て
い
る
。 

 

こ
の
間
、
二
〇
二
二
年
七
月
か
ら
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
を
利
用
す
る
事
業
者
に
対
し
、
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
太
陽
光
発
電
設
備

を
対
象
に
、
廃
棄
費
用
積
立
が
義
務
化
さ
れ
た
。
し
か
し
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
を
利
用
し
な
い
太
陽
光
発
電
所
（
非
Ｆ
Ｉ
Ｔ
太
陽
光

発
電
所
）
を
運
営
す
る
事
業
者
に
は
積
立
義
務
は
課
さ
れ
て
い
な
い
。 

 

中
に
は
、
別
個
に
資
本
金
五
十
万
円
の
合
同
会
社
を
設
立
し
て
太
陽
光
発
電
事
業
を
行
う
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
こ
の
た
め
、
非

Ｆ
Ｉ
Ｔ
太
陽
光
発
電
所
を
運
営
す
る
事
業
者
が
、
第
三
者
と
の
売
電
期
間
が
終
了
し
た
時
点
で
破
産
措
置
を
取
れ
ば
、
子
会
社

で
あ
る
合
同
会
社
の
資
本
金
を
損
失
に
計
上
す
る
だ
け
で
済
む
。
す
な
わ
ち
、
原
状
回
復
費
用
の
負
担
か
ら
逃
れ
得
る
。
事
業
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者
は
、
原
状
回
復
費
用
を
負
担
し
な
い
分
、
投
資
利
回
り
を
上
げ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。 

 

近
年
、
大
規
模
太
陽
光
発
電
所
に
よ
る
自
然
や
生
活
環
境
の
破
壊
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
中
、
原
状
回
復
費
用
を
積
み
立
て
な
い
非
Ｆ
Ｉ
Ｔ
太
陽
光
発
電
所
の
増
加
が
懸
念
を
呼
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
質
問

す
る
。 

一 

原
状
回
復
費
用
を
積
み
立
て
て
い
な
い
非
Ｆ
Ｉ
Ｔ
太
陽
光
発
電
所
事
業
者
が
破
産
と
な
っ
た
場
合
、
破
産
管
財
人
の
も
と

で
放
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
原
状
回
復
費
用
を
自
治
体
に
予
納
す
る
仕
組
み
と
す
れ
ば
、
倒
産
時
に
国
民
負
担

な
し
で
原
状
回
復
に
当
た
る
こ
と
が
で
き
る
。
政
府
は
ど
の
よ
う
な
対
策
を
立
て
る
つ
も
り
な
の
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。 

二 

政
府
は
非
Ｆ
Ｉ
Ｔ
太
陽
光
発
電
所
の
実
数
を
把
握
し
て
い
る
か
。
そ
の
数
を
可
能
な
限
り
示
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


